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社会保険労務士 

 さくら事務所便り 
 

平成 29 年 1 月号 

連絡先：〒223-0052 

 さくら社会保険労務士事務所 

横浜市港北区綱島東 5-4-5-108 

電話 ： 045-716-6080   

ｅ－ｍａｉｌ：sakura.office8@gmail.com 

「確定拠出年金」の資産

の多くが運用されず塩漬

けに 

◆約 57 万人分の資産が運用

されず 

確定拠出年金（DC）制度

で運用されずに放置されて

いる預かり資産が今年 3 月

末時点で 1,428 億円（約 57

万人分）に上ることが判明

したそうです。原因の多く

は、勤務先で「企業型」に

加入していた加入者が転職

時などに必要な手続きを行

わなかったためです。 

前年より約 207 億円も増

加しており、この 5 年間で

は約 2.6 倍になりました。

これらの資産は厚生労働省

所管の国民年金基金連合会

に移されて「塩漬け」にな

り、加入者は老後資金の運

用機会を逃していることに

なります。 

◆企業型 DC の加入者は離

転職時に注意が必要 

確定拠出年金法では、企

業型 DC の加入者が DC を

設けていない会社へ転職し

たり、自営業に変わったり

した場合、個人型 DC への

切替えや、加入の状況によ

っては一時金受取りの手続

きを 6 カ月以内にとらなけ

ればなりません。 

必要な手続きをとらなけ

れば、資産は国民年金基金

連合会に自動的に移されま

す。 

この資産は運用されない

ので利息がつかないうえ手

数料が差し引かれるため、

目減りしていくこととなり

ます。 

◆資産がゼロになったケー

スも 

移管された資産は、残高

がゼロになった人を除いて

1 人平均約 42 万円で、残高

別では、100 万円超 200 万

円までが 2 万人、200 万円

を超える人が 1 万 3,000 人

等となっています。 

約 57 万人分のうち約 23

万人分は、資産がなかった

り金額が小さかったりした

こともあって、残高はゼロ

になっています。 

◆周知対策が急務 

厚生労働省は企業に対

し、DC 加入の退職者に必要

な手続きを説明する義務を

課していますが、罰則はあ

りません。 

多くの企業が何の説明も

していないのが実情と言わ

れ、老後のために運用する

はずの資産がムダになりか

ねない事態となっていま

す。国民年金基金連合会

も、資産を本来の持ち主に

返そうと、通知を毎年送っ

ています。 

厚生労働省は、先月、年金

記録を管理する機関に対し

説明の強化を求めました。確

定拠出年金法の改正で対象

者が大幅に広がるなど、関心

が高まっている中で、加入者

への情報の周知や教育が一

層求められることになりそ

うです。 

「公益通報者保護制度」

見直しへ ～退職者や役

員も保護の対象に！ 

◆10 年ぶりに見直しへ 

企業や行政機関の不正を

告発・通報した者が不利益な

処遇や報復を受けることを

防止する「公益通報者保護制

度」ですが、平成 18 年の施

行以来、10年ぶりに見直しが

議論されています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回は、消費者庁の有識者

検討会が今月 9 日に見直し

に向けた最終報告書をまと

めましたので、その内容をご

紹介いたします。 

今後、消費者庁は通報者が

受ける不利益の実態調査や

経済団体と議論を交え、平成

30 年の通常国会以降の法改

正を目指すとしています。 

まだ少し先の話ではあり

ますが、保護対象者の拡大や

公表制度の設置など、企業に

とっては気に掛けておくべ

き内容です。 

◆検討内容（１）～通報窓口

を一元化 

現在は、各行政機関に通報

受付窓口があり、通報を受け

ると各所轄行政機関が調査

を行っています。 

今回の見直し案では、消費

者庁が一元窓口を設けて情

報を関係機関に振り分け、対

応を監視、また、可能なもの

は消費者庁自ら調査するこ

とも求めています。 

◆検討内容（２）～保護対象

の拡大 

現在は「労働者」に限定し

ている保護対象を退職者や

役員まで広げる方向です。 

通報を理由に退職者が退

職金の不支給や再就職の妨

害を受けたり、役員が解任や

再任拒否が行われたりする

おそれがあることから、保護

対象に含めるよう検討を求

めています。 

◆検討内容（３）～違反事業

者への行政措置 

現行の公益通報者保護法

には、告発・通報を理由に、

通報者に対して解雇や降

格、減給など不利益な取扱

いをすることを禁止してい

ますが、罰則規定はありま

せん。 

そこで、行政機関が是正

勧告しても従わない場合

は、公表する制度を設ける

方向で検討を求めるとして

います。 

◆検討内容（４）～斡旋・調

停等の導入 

通報者と会社との間で紛

争になった場合に、行政機

関が斡旋や調停、指導をす

る制度の導入を求めるとし

ています。 

1 月の税務と労務の手続

期限［提出先・納付先］ 

10 日 

○ 源泉徴収税額（※）・住民

税特別徴収税額の納付

［郵便局または銀行］ 

※ただし、６ヶ月ごとの

納付の特例を受けている

場合には、28 年 7 月から

12月までの徴収分を1月

20 日までに納付 

○ 雇用保険被保険者資格取

得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場

合＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 労働保険一括有期事業開

始届の提出＜前月以降に

一括有期事業を開始して

いる場合＞ 

［労働基準監督署］ 

31 日 

○ 法定調書＜源泉徴収票・

報酬等支払調書・同合計

～当事務所より一言～ 

 

表＞の提出［税務署］ 

○ 給与支払報告書の提出＜

１月１日現在のもの＞

［市区町村］ 

○ 固定資産税の償却資産に

関する申告［市区町村］ 

○ 個人の道府県民税・市町

村民税の納付＜第４期分

＞［郵便局または銀行］ 

○ 労働者死傷病報告の提出

＜休業４日未満、10 月～

12 月分＞［労働基準監督

署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付

［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告

書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険料納付＜延納第

3 期分＞ 

○ 労働保険印紙保険料納

付・納付計器使用状況報

告書の提出［公共職業安

定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出

（雇用保険の被保険者で

ない場合）＜雇入れ・離職

の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 固定資産税に係る住宅用

地の申告［市区町村］ 

本年最初の給料の支払を受

ける日の前日まで 

○ 給与所得者の扶養控除等

（異動）申告書の提出［給

与の支払者（所轄税務

署）］ 

○ 本年分所得税源泉徴収簿

の書換え［給与の支払者］ 


